
登米市地域防災計画 【 原子力災害対策編 】 新旧対照表 

頁 現行（令和５年６月） 修正後 備考 
 

~ 1 ~ 

 

 第１章 総則 第１章 総則  

 第１節 （略） 

第２節 計画の性格 

 １ （略） 

 ２ 登米市地域防災計画【風水害等災害対策編、震災  対策編】との整合性 

この計画は、「登米市地域防災計画」の「原子力災害対策編」として定めるもの

であり、この計画に定めのない事項については「登米市地域防災計画（風水害等災

害対策編、震災  対策編）」に拠る。  

 ３ （略） 

第３節及び第４節 （略） 

第１節 （略） 

第２節 計画の性格 

 １ （略） 

 ２ 登米市地域防災計画【風水害等災害対策編、地震災害対策編】との整合性 

この計画は、「登米市地域防災計画」の「原子力災害対策編」として定めるもの

であり、この計画に定めのない事項については「登米市地域防災計画（風水害等災

害対策編、地震災害対策編）」に拠る。  

 ３ （略） 

第３節及び第４節 （略） 

文言修正 

 第５節 計画の基礎とすべき災害の想定 第５節 計画の基礎とすべき災害の想定  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１及び２ （略） 

３ 緊急事態における判断基準 

（略） 

（１）略 

（２）運用上の介入レベル 

（略） 

表１－５－２ 緊急事態区分とＥＡＬの枠組み 

（略） 

 緊急事態
区分 

分類 
警 戒 事 態 

（Alert） 

施設敷地緊急事態 
（Site Area 

Emergency） 

全面緊急事態 
（General Emergency） 

（略） 

原子炉制御
室 

（略） （略） 原子炉制御室及び        原子

炉制御室外操作盤室               

   が使用できなくなることにより

原子炉を停止する機能及び冷温停止状態

を維持する機能が喪失すること又は原子

炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発

生した場合において、原子炉制御室に設

置する原子炉施設の状態を表示する    

 装置若しくは原子炉施設の異常を表示

する   警報装置の全ての機能が喪失

する                   

              こと。 

（略） 
 

１及び２ （略） 

３ 緊急事態における判断基準 

（略） 

（１）略 

（２）運用上の介入レベル 

（略） 

表１－５－２ 緊急事態区分とＥＡＬの枠組み 

（略） 

 緊急事態
区分 

分類 
警 戒 事 態 

（Alert） 

施設敷地緊急事態 
（Site Area 

Emergency） 

全面緊急事態 
（General Emergency） 

（略） 

原子炉制御
室 

（略） （略） 原子炉制御室が使用できない場合に原子

炉制御室外操作盤室若しくは緊急時

制御室が使用できなくなること、    

                    

              又は原子

炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発

生した場合に             

   原子炉施設の状態を表示する全て

の装置若しくは原子炉施設の異常を表示

する全ての警報装置（いずれも原子炉制

御室及び緊急時制御室に設置されたもの

に限る。）が使用できなくなること。 

（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤原子力災害対策指

針の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６節及び第７節 （略） 第６節及び第７節 （略）  
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 第２章 原子力災害事前対策 第２章 原子力災害事前対策  

 第１節から第４節まで （略） 第１節から第４節まで （略）  

 第５節 情報の収集・連絡体制等の整備 第５節 情報の収集・連絡体制等の整備  

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 １ 情報取集・連絡体制の整備 

 （１）から（４）まで （略） 

 （５）移動通信系の活用体制 

   市は、関係機関と連携し、移動系防災行政無線、携帯電話             

                    、アマチュア無線等による移動通信系の活用

体制の整備を図る。                               

    

 （６） （略） 

 ２ （略） 

 ３ 通信手段の確保 

  （略） 

 （１） （略） 

 （２）通信手段・経路の多様化 

   ① 防災行政無線等の確保・活用 

市は、県及び関係市町とともに、住民等への的確な情報伝達を図るため防災行政無

線の整備        や、ＩＰ通信網等の確保・活用を図る。 

また、関係部局及び総合支所に配備している移動系防災行政無線については、その

運用方法等について習熟しておく。 

   ②から⑦ （略） 

 １ 情報取集・連絡体制の整備 

 （１）から（４）まで （略） 

 （５）移動通信系の活用体制 

   市は、関係機関と連携し、移動系防災行政無線、携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信

事業用移動通信、公共安全モバイルシステム、アマチュア無線等による移動通信系の活用

体制の整備を図る。なお、アマチュア無線の活用は、ボランティアという性格に配慮する

こと。 

 （６） （略） 

 ２ （略） 

 ３ 通信手段の確保 

  （略） 

 （１） （略） 

 （２）通信手段・経路の多様化 

   ① 緊急告知放送等の確保・活用 

市は、県及び関係市町とともに、住民等への的確な情報伝達を図るため緊急告知放

送の整備・多重化・耐震化や、ＩＰ通信網等の確保・活用を図る。 

また、関係部局及び総合支所に配備している移動系防災行政無線については、その

運用方法等について習熟しておく。 

   ②から⑦ （略） 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤記述の適正化 

 

➤防災基本計画の修

正 

 第６節 緊急事態応急体制の整備 第６節 緊急事態応急体制の整備  

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

１から３まで （略） 

４ 対策拠点施設における原子力災害合同対策協議会等の体制 

（１） （略） 

（２）原子力災害合同対策協議会の構成員 

国の原子力災害合同対策協議会は、国の     現地対策本部長、県の現地災害

対策本部長、関係市町の各々の災害対策本部の代表者及び原子力事業者の代表者から

権限を委任された者等により構成され、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

(以下「量子科学技術研究開発機構」という。)、国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)等の専門家が必要に応じ出席すること

とされている。 

（略） 

１から３まで （略） 

４ 対策拠点施設における原子力災害合同対策協議会等の体制 

（１） （略） 

（２）原子力災害合同対策協議会の構成員 

国の原子力災害合同対策協議会は、国の原子力災害現地対策本部長、県の現地災害

対策本部長、関係市町の各々の災害対策本部の代表者及び原子力事業者の代表者から

権限を委任された者等により構成され、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

(以下「量子科学技術研究開発機構」という。)、国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)等の専門家が必要に応じ出席すること

とされている。 

（略） 

 

 

 

 

➤記述の適正化 
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 （３） （略） 

５から 12 まで （略） 

（３） （略） 

５から 12 まで （略） 

 第７節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 第７節 住民等への的確な情報伝達体制の整備  

 

 

42 

 １ （略） 

 ２ 情報伝達手段の整備 

   市は、国及び県と連携し、複合災害における情報伝達体制を確保するとともに、住民等

へ的確な情報を大規模停電時も含め常に伝達できるよう、防災行政無線、広報車両等の施

設、装備の整備を図る。 

 ３から５まで （略） 

 １ （略） 

 ２ 情報伝達手段の整備 

   市は、国及び県と連携し、複合災害における情報伝達体制を確保するとともに、住民等

へ的確な情報を大規模停電時も含め常に伝達できるよう、緊急告知放送、広報車両等の施

設、装備の整備を図る。 

 ３から５まで （略） 

 

 

 

➤記述の適正化 

 第８節 避難受入活動体制の整備 第８節 避難受入活動体制の整備  

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

１ （略） 

２ 指定避難所等の整備 

（１）指定避難所等の整備 

   （略） 

市は、県と連携し、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時か

ら、指定避難所等のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生し

た場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じ

るよう努める。 

   （略） 

（２）から（６）まで （略） 

（７）被災者支援の仕組みの整備 

   市は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、        

                                        

                                 被災者支援

の仕組みの整備等に努める。 

（８）指定避難所等における設備等の整備 

   市は、県と連携し、指定避難所等において、貯水槽、井戸、      仮設トイレ、 

         マット、         簡易ベッド、非常用電源、      

衛星携帯電話                   等の通信機器等のほか、空調、

洋式トイレなど要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設及び設備の整備に努め

るとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備に努

める。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネル

ギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

（９）物資の備蓄に係る整備 

１ （略） 

２ 指定避難所等の整備 

（１）指定避難所等の整備 

   （略） 

市は、県と連携し、               感染症対策のため、平常時か

ら、指定避難所等のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生し

た場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じ

るよう努める。 

   （略） 

（２）から（６）まで （略） 

（７）被災者支援の仕組みの整備 

   市は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応

じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連

携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援

の仕組みの整備等に努める。 

（８）指定避難所等における設備等の整備 

   市は、県と連携し、指定避難所等において、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、

マンホールトイレ、マット、段ボールベッド等の簡易ベッド、非常用電源、ガス設備、

衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の通信機器等のほか、空調、

洋式トイレなど要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設及び設備の整備に努め

るとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備に努

める。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネル

ギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

（９）物資の備蓄に係る整備 

 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 
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45 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

   市は、県と連携し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒

液、段ボールベッド       、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生

活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄

に努めるものとし、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、性的マイノリティ

及び子供にも配慮する。また、必要に応じて指定避難所等の電力容量の拡大に努める。 

３ 避難行動要支援者に関する措置 

（１）から（４）まで （略） 

（５） （略） 

また、                     多様な主体の協力を得ながら、

避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難

訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講

じる。 

 （６）及び（７） （略） 

 ４ 要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備 

 （１）から（４）まで （略） 

（新設） 

 

 

 

５から 11 まで （略） 

   市は、県と連携し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒

液、段ボールベッド等の簡易ベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生

活に必要な物資や               感染症対策に必要な物資等の備蓄

に努めるものとし、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、性的マイノリティ

及び子供にも配慮する。また、必要に応じて指定避難所等の電力容量の拡大に努める。 

３ 避難行動要支援者に関する措置 

（１）から（４）まで （略） 

（５） （略） 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、

避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難

訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講

じる。 

 （６）及び（７） （略） 

 ４ 要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備 

 （１）から（４）まで （略） 

（５）市及び県は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じて実施

している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間の調整を行

うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲

について、あらかじめ検討するよう努めるものとする。 

５から 11 まで （略） 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 第９節 （略） 第９節 （略）  

 第 10 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 第 10 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備  

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

51 

１から３まで （略） 

４ 安定ヨウ素剤の配布及び服用体制の整備 

  （略） 

  なお、市及び県は、               安定ヨウ素剤について服用の目的

や効果とともに服用のタイミングや服用を優先すべき対象者（「妊婦、授乳婦及び未成年

者（乳幼児を含む）」以下同じ。）等の事項を    平常時から周知する。 

（１） （略） 

（２）緊急時における配布体制の整備 

  ① （略） 

  ② 市は、県と連携し、避難等を行う住民等に対して安定ヨウ素剤を配布する際に、服

用の目的や効果、服用を優先すべき対象者、禁忌等   について説明するための

説明書等をあらかじめ準備しておく。 

１から３まで （略） 

４ 安定ヨウ素剤の配布及び服用体制の整備 

  （略） 

  なお、市及び県は、原子力災害対策指針等を参考に、安定ヨウ素剤について服用の目的

や効果とともに服用のタイミングや服用を優先すべき対象者（「妊婦、授乳婦及び未成年

者（乳幼児を含む）」以下同じ。）等の事項を住民等へ平常時から周知する。 

（１） （略） 

（２）緊急時における配布体制の整備 

  ① （略） 

  ② 市は、県と連携し、避難等を行う住民等に対して安定ヨウ素剤を配布する際に、服

用の目的や効果、服用を優先すべき対象者、服用不適切者について説明するための

説明書等をあらかじめ準備しておく。 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

 

 

➤文言の修正 
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（３） （略） 

 ５ （略） 

（３） （略） 

５ （略） 

 第 11 節 物資の調達、供給活動 第 11 節 物資の調達、供給活動  
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１ 物資の備蓄・調達、輸送体制の整備 

  市は、国、県及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した場合の被害及

び外部支援の時期を想定し、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシー

ト、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それらの

供給のための計画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、

あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努める。 

                                        

                                       

また、備蓄を行うに当たって、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達及び輸送

が平常時のようには実施できないという認識に立って、初期の対応に十分な量を備蓄す

るほか、物資の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所等の位置を勘案した分散備蓄を行

うなどの観点に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備を図る。 

 ２及び３ （略） 

１ 物資の備蓄・調達、輸送体制の整備 

  市は、国、県及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した場合の被害及

び外部支援の時期を想定し、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシー

ト、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それらの

供給のための計画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、

あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努める。 

特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資

の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとする。 

また、備蓄を行うに当たって、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達及び輸送

が平常時のようには実施できないという認識に立って、初期の対応に十分な量を備蓄す

るほか、物資の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所等の位置を勘案した分散備蓄を行

うなどの観点に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備を図る。 

 ２及び３ （略） 

 

 

 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 第 12 節 （略） 第 12 節 （略）  

 第 13 節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な情報 

発信 

第 13 節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な情報 

発信 
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 （１）及び（２） （略） 

 （３）要配慮者への防災知識の普及と啓発 

    市が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配慮し、地域におい

て要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの

違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう努める                  

                        。 

 （４）から（６）まで （略） 

（１）及び（２） （略） 

 （３）要配慮者への防災知識の普及と啓発 

    市が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配慮し、地域におい

て要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの

違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう努めることに加え、家庭動物の飼養の有

無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。 

 （４）から（６）まで （略） 

 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 第 14 節から第 17 節まで （略） 第 14 節から第 17 節まで （略）  

 第３章 緊急事態応急対策 第３章 緊急事態応急対策  

 第１節 （略） 第１節 （略）  

 第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保  
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１ 警戒事態（Alert）等に係る通報連絡 

（１）及び（２） （略） 

（３）原子力規制委員会及び内閣府（原子力防災担当）は、警戒事態が発生した場合は、原

子力規制委員会               を設置し、原子力規制委員会は警戒事

１ 警戒事態（Alert）等に係る通報連絡 

（１）及び（２） （略） 

（３）原子力規制委員会及び内閣府（原子力防災担当）は、警戒事態が発生した場合は、原

子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部を設置し、原子力規制委員会は警戒事

 

 

 

➤防災基本計画の修
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態の発生及びその後の状況について、関係省庁、県、関係市町及び住民等に対し情報提

供を行うこととされている。また、県及び関係市町に対し連絡体制の確立等の必要な体

制をとるとともに、原子力事業所の被害状況に応じてＰＡＺを含む市町には、原子力災

害対策指針で規定される施設敷地緊急事態要避難者の避難準備、住民防護の準備を要請

するものとされている。 

２ 施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）に係る通報連絡 

（１）から（５）まで （略） 

図３－２－１ 緊急時通報連絡系統図 

態の発生及びその後の状況について、関係省庁、県、関係市町及び住民等に対し情報提

供を行うこととされている。また、県及び関係市町に対し連絡体制の確立等の必要な体

制をとるとともに、原子力事業所の被害状況に応じてＰＡＺを含む市町には、原子力災

害対策指針で規定される施設敷地緊急事態要避難者の避難準備、住民防護の準備を要請

するものとされている。 

２ 施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）に係る通報連絡 

（１）から（５）まで （略） 

図３－２－１ 緊急時通報連絡系統図 

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤組織名称の変更 
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３から５まで （略） ３から５まで （略） 

 

 

 

 

 

 

 第３節 活動体制の確立 第３節 活動体制の確立  

 

 

１ 原子力災害警戒体制 

（略） 

１ 原子力災害警戒体制 

（略） 
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（１）警戒配備体制 

  ① 警戒配備 

   （略） 

［警戒配備連絡体制］ 

 

 

所掌事務 

部局（課） 所掌事務 

防災危機対策室 １．県及び防災関係機関との通信連絡に関すること 

２．防災行政無線         の総括に関すること 

３．事故状況把握及び情報収集に関すること 

まちづくり推進課 １．災害広報活動の総括に関すること 

２．報道機関との連絡調整に関すること 

各部局主管課 １．部内の総括に関すること。 

２．関係機関との連絡調整に関すること。 

総合支所 情報収集及び広報活動に関すること 

 

 ② 特別警戒配備 

（１）警戒配備体制 

  ① 警戒配備 

   （略） 

［警戒配備連絡体制］ 

 

 

所掌事務 

部局（課） 所掌事務 

防災危機対策室 １．県及び防災関係機関との通信連絡に関すること 

２．防災行政無線及び緊急告知放送等の総括に関すること 

３．事故状況把握及び情報収集に関すること 

市長公室 １．災害広報活動の総括に関すること 

２．報道機関との連絡調整に関すること 

各部局主管課 １．部内の総括に関すること。 

２．関係機関との連絡調整に関すること。 

総合支所 情報収集及び広報活動に関すること 

 

 ② 特別警戒配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤記述の適正化 

 

 

 

 

➤組織改編に伴う見

直し 

 

 

 

 

 

➤記述の適正化 

 

➤組織改編に伴う見

直し 

 

 

 

 

 



登米市地域防災計画 【 原子力災害対策編 】 新旧対照表 

頁 現行（令和５年６月） 修正後 備考 
 

~ 9 ~ 

 

 

71 
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 （略） 

［特別警戒配備連絡体制］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒本部（特別警戒配備）の組織及び分掌事務 

 （略） 

 ※危機管理監が防災危機対策室長の職を兼ねる場合は、総務課長を事務局長の職に充てる。 

  

 （略） 

［特別警戒配備連絡体制］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒本部（特別警戒配備）の組織及び分掌事務 

 （略） 

                                           

 

 

 

➤連絡体制の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤人事異動に伴う修

正 
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 所掌事務 

部局（課） 所掌事務 

防災危機対策室 １から５まで （略） 

６．防災行政無線         の総括に関すること 

まちづくり推進課 （略） 

（略） （略） 

 （略） 

  （２）から（４）まで （略） 

２ 緊急事態応急対策活動体制 

（１）から（３）まで （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所掌事務 

部局（課） 所掌事務 

防災危機対策室 １から５まで （略） 

６．防災行政無線及び緊急告知放送等の総括に関すること 

市長公室 （略） 

（略） （略） 

 （略） 

 （２）から（４）まで （略） 

２ 緊急事態応急対策活動体制 

（１）から（３）まで （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤記述の適正化 

➤組織改編に伴う見

直し 
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76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［登米市災害対策本部連絡体制］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［   災害対策本部連絡体制］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤記述の適正化 

 

 

➤連絡体制の見直し 
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 （４）災害対策本部事務局 

  （略） 

  災害対策本部事務局の組織及び分掌事務 

職名 充当職 職務 

 （略） 

  ※危機管理監が防災危機対策室長の職を兼ねる場合は、総務課長を事務局事業の職にあ

てる。 

  （略） 

 （５）から（９）まで （略） 

 ３ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

   市長は、原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設において原子力災害合同対策協

議会が組織されることとなった場合は、原則として副市長（副本部長）         

   をこれに出席させ、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実 

施に向けた調整を行う。 

  （略） 

 ４から７まで （略） 

 ８ 原子力被災者生活支援チーム 

   国の原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、

環境大臣          及び原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力被災者生

活支援チーム                  を設置することとされている。 

また、原子力被災者生活支援チームは、原子力事業所の区域を管轄する都道府県の庁舎

等へ原子力利用省庁副大臣（又は原子力利用省庁大臣政務官）及び必要な要員を派遣し、

住民等の状況把握及び生活支援等に関する被災地方公共団体等との連絡・調整を行うこと

とされている。 

市は、初期対応段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する

原子力被災者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推進、

環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の下、汚染廃棄物の処理や除染

等を推進する。 

 ９ （略） 

 （４）災害対策本部事務局 

  （略） 

  災害対策本部事務局の組織及び分掌事務 

職名 充当職 職務 

 （略） 

                                           

      

  （略） 

 （５）から（９）まで （略） 

３ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

  市長は、原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設において原子力災害合同対策協

議会が組織されることとなった場合は、原則として副市長（副本部長）又は市長が委任し

た職員をこれに出席させ、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実

施に向けた調整を行う。 

  （略） 

 ４から７まで （略） 

 ８ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

   国の原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、

内閣府特命大臣（原子力防災）及び原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力被災者生

活支援チーム（以下「被災者支援チーム」という。）を設置することとされている。 

また、   被災者  支援チームは、原子力事業所の区域を管轄する都道府県の庁舎

等へ原子力利用省庁副大臣（又は原子力利用省庁大臣政務官）及び必要な要員を派遣し、

住民等の状況把握及び生活支援等に関する被災地方公共団体等との連絡・調整を行うこと

とされている。 

市は、初期対応段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する 

   被災者  支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推進、

環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の下、汚染廃棄物の処理や除染

等を推進する。 

 ９ （略） 

 

 

 

 

 

➤人事異動に伴う修

正 

 

 

 

 

➤記述の適正化（表と

の整合性） 

 

 

 

 

 

➤国原子力災害対策

マニュアルとの整合 

➤原子力災害対策マ

ニュアルの修正 

 第４節 住民等への的確な情報伝達活動 第４節 住民等への的確な情報伝達活動  

 

 

 

83 

 流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住民等の適

切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確かつ分かりやすい情報の速や

かな公表と伝達、広報活動が重要である。 

また、住民等から、問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、市は適切な対応を行

 流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住民等の適

切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確かつ分かりやすい情報の速や

かな公表と伝達、広報活動が重要である。 

また、住民等から、問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、市は適切な対応を行
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える体制を整備する。                                 

                                 

１ 住民等への情報伝達活動 

 （１）から（５）まで （略） 

 （６）様々な情報伝達手段の活用 

    市は、情報伝達に当たって、緊急告知放送、防災行政無線、掲示板、広報紙、広報車

等によるほか、                                 

           テレビやラジオなどの放送事業者、通信社、新聞社等の報道機

関の協力を得る。 

    （略） 

 （７）及び（８） （略） 

 （９）情報の指示・伝達 

    市は、住民等に対し、緊急告知放送、防災行政無線、緊急速報メール、広報車、立看

板等のあらゆる広報手段を用いて必要な情報及び指示の伝達を行う。なお、要員及び機

材が不足する場合は、県に対し応援を要請することができる。 

 ２ （略） 

える体制を整備する。なお、情報伝達手段については、従来の方法に加えて、スマートフォン

向けアプリケーション等のデジタル技術の活用も推進するものとする。 

 １ 住民等への情報伝達活動 

 （１）から（５）まで （略） 

 （６）様々な情報伝達手段の活用 

    市は、情報伝達に当たって、緊急告知放送、防災ラジオ 、掲示板、広報紙、広報車

等によるほか、住民避難を支援するためのスマートフォン向けアプリケーションを活用

するものとする。また、テレビやラジオなどの放送事業者、通信社、新聞社等の報道機

関の協力を得る。 

    （略） 

 （７）及び（８） （略） 

 （９）情報の指示・伝達 

    市は、住民等に対し、緊急告知放送、防災ラジオ 、緊急速報メール、広報車、立看

板等のあらゆる広報手段を用いて必要な情報及び指示の伝達を行う。なお、要員及び機

材が不足する場合は、県に対し応援を要請することができる。 

 ２ （略） 

➤情報伝達手段の追

加 

 

 

 

➤記述の適正化 

➤情報伝達手段の追

加 

 

 

 

 

➤記述の適正化 

 

 

 

 第５節 屋内退避、避難の受入れ等の防護措置 第５節 屋内退避、避難の受入れ等の防護措置  

 

 

89 

 

 

 

 

 

 

89 
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 １ （略） 

 ２ 指定避難所等 

 （１）市は、県と連携し、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイル

ス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その

管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をあら

かじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数           等に

ついて、住民等に対し周知徹底を図る。 

 （略） 

 （２）から（５）まで （略） 

 （６）市は、県と連携し、指定避難所等における生活環境が、常に良好なものとなるよう、

必要な措置を講じるよう努める。                         

                                        

                       

また、必要に応じ、           指定避難所等における家庭動物のための

スペースの確保に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けら

れるよう、連携に努める。 

 （７）市は、県と連携し、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

１ （略） 

 ２ 指定避難所等 

 （１）市は、県と連携し、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、         

       感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その

管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をあら

かじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等に

ついて、住民等に対し周知徹底を図る。 

 （略） 

 （２）から（５）まで （略） 

 （６）市は、県と連携し、指定避難所等における生活環境が、常に良好なものとなるよう、

必要な措置を講じるよう努める。そのため、避難所開設当初からパーティションや段ボ

ールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努めるとともに、食事供与の状況、トイレの

設置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずる。 

また、必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所等における家庭動物のための

スペースの確保に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けら

れるよう、連携に努める。 

 （７）市は、県と連携し、指定避難所における               感染症対策

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

➤防災基本計画の修



登米市地域防災計画 【 原子力災害対策編 】 新旧対照表 

頁 現行（令和５年６月） 修正後 備考 
 

~ 14 ~ 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

90 
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のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避

難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。 

 （８） （略） 

なお、市は県と連携し、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設

トイレ         を早期に設置するとともに、               

                               被災地の良好な

衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措置

を講ずる。 

 （９） （略） 

新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下においては、避難先における感染拡

大を防ぐため、感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、

手洗いなどの手指衛生等対応に当たる職員等も含めての感染対策を講ずる。 

 （10）から（12）まで （略） 

 （13）市は、県と連携し、災害の規模等に鑑み、既存住宅ストックの活用を重視して応急的

な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による 

           応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃

貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

 （14） （略） 

３から 10 まで （略） 

11 飲食物、生活必需品等の供給 

（１） （略） 

   また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資              を

はじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮

するとともに、要配慮者のニーズや、女性や子育て家庭の避難生活等に配慮する。 

 （２）から（４）まで （略） 

 12 自らの判断による措置 

  （略） 

 （１）及び（２） （略） 

 （３）屋内退避 

    市は、屋内退避の実施にあたり、あらかじめ定める計画に基づいて防護対策地区内の

住民等に対して速やかに屋内退避をするように防災行政無線等により指示するものとし、

必要に応じ次に掲げる事項について、報道機関等を通じて防護対策地区内の住民等に周

知する。 

   （略） 

のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避

難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。 

 （８） （略） 

なお、市は県と連携し、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設

トイレやマンホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイ

レトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努めるなど、被災地の良好な

衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措置

を講ずる。 

 （９） （略） 

               感染症の流行下においては、避難先における感染拡

大を防ぐため、感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、

手洗いなどの手指衛生等対応に当たる職員等も含めての感染対策を講ずる。 

 （10）から（12）まで （略） 

 （13）市は、県と連携し、災害の規模等に鑑み、既存住宅ストックの活用を重視して応急的

な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援やブル

ーシートの展張等を含む応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃

貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

 （14） （略） 

３から 10 まで （略） 

11 飲食物、生活必需品等の供給 

（１） （略） 

   また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材を

はじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮

するとともに、要配慮者のニーズや、女性や子育て家庭の避難生活等に配慮する。 

 （２）から（４）まで （略） 

 12 自らの判断による措置 

  （略） 

 （１）及び（２） （略） 

 （３）屋内退避 

    市は、屋内退避の実施にあたり、あらかじめ定める計画に基づいて防護対策地区内の

住民等に対して速やかに屋内退避をするように緊急告知放送等により指示するものと

し、必要に応じ次に掲げる事項について、報道機関等を通じて防護対策地区内の住民等

に周知する。 

   （略） 

正 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

➤記述の適正化 
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 （４） （略） 

 13 防護措置の方法等 

 （１）屋内退避 

   ① （略） 

   ② 市は、防護対策地区内の戸外にいる住民等に対し、速やかに自宅に戻るか、又は近

くの公共施設等に退避するよう指示するとともに、防災行政無線その他の広報手段を

用いて災害の状況を迅速かつ適切に広報することで市民の不安の軽減を図る。 

   ③ 市は県と連携し、新型コロナウイルス感染症を含む感染症流行下においては、自宅 

等で屋内退避を行う住民に対し、放射性物質による被ばくを避けることを優先し、屋 

内退避の指示が出されている間は原則換気を行わないよう指示する。 

 （略） 

 （２）及び（３） （略） 

 14 周辺市町村への避難 

 （１）及び（２） （略） 

 （３） （略） 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症流行下においては、県と連携し、避難 

過程における感染拡大を防ぐため、避難車両等における感染者とそれ以外の者との分

離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等対応に当たる職員

等も含めての感染対策を実施する。 

 15 から 19 まで （略） 

 （４） （略） 

 13 防護措置の方法等 

 （１）屋内退避 

   ① （略） 

② 市は、防護対策地区内の戸外にいる住民等に対し、速やかに自宅に戻るか、又は近 

くの公共施設等に退避するよう指示するとともに、緊急告知放送その他の広報手段を 

用いて災害の状況を迅速かつ適切に広報することで市民の不安の軽減を図る。 

   ③ 市は県と連携し、               感染症流行下においては、自宅 

等で屋内退避を行う住民に対し、放射性物質による被ばくを避けることを優先し、屋 

内退避の指示が出されている間は原則換気を行わないよう指示する。 

 （略） 

 （２）及び（３） （略） 

 14 周辺市町村への避難 

 （１）及び（２） （略） 

 （３） （略） 

また、               感染症流行下においては、県と連携し、避難 

過程における感染拡大を防ぐため、避難車両等における感染者とそれ以外の者との分

離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等対応に当たる職員

等も含めての感染対策を実施する。 

 15 から 19 まで （略） 

 

 

 

 

 

➤記述の適正化 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 

 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 第６節から第８節まで （略） 第６節から第８節まで （略）  

 第９節 自発的支援の受入れ等 第９節 自発的支援の受入れ等  

 

102 

 １ ボランティアの受入れ 

 （１）市は、国、県及び関係団体と協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に

努めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受入れ体制を確保するよう努める。

ボランティアの受入れに際して、放射線防護を要する状況を踏まえ、老人介護や通訳等

ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮し、必要に応じてボランティアの

活動拠点を提供する等、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努め

る。 

    （略） 

 （２） （略） 

 ２ （略） 

 １ ボランティアの受入れ 

 （１）市は、国、県及び関係団体と協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に

努めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受入れ体制を確保するよう努める。

ボランティアの受入れに際して、放射線防護を要する状況を踏まえ、         

ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮し、必要に応じてボランティアの

活動拠点を提供する等、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努め

る。 

 （略） 

 （２） （略） 

 ２ （略） 

 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 第 10 節 （略） 第 10 節 （略）  

 第４章 原子力災害中長期対策 第４章 原子力災害中長期対策  
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 第１節 （略） 第１節 （略）  

 第２節 緊急事態解除宣言後の対応 第２節 緊急事態解除宣言後の対応  
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  市は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引き続き存置

される原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連携して原子力災害事

後対策や被災者の生活支援を実施する。 

  市は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引き続き存置

される原子力災害現地対策本部及び   被災者  支援チームと連携して原子力災害事

後対策や被災者の生活支援を実施する。 

 

➤原子力災害対策マ

ニュアルの修正 

 第３節から第６節まで （略） 第３節から第６節まで （略）  

 第７節 被災者等の生活再建等の支援 第７節 被災者等の生活再建等の支援  
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 （１）から（３）まで （略） 

 （４）市は国及び県と連携し、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組 

むことができるよう、                   見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を

知ることができる環境の整備に努める。 

 （１）から（３）まで （略） 

 （４）市は国及び県と連携し、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組 

むことができるよう、災害ケースマネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を

知ることができる環境の整備に努める。 

 

 

➤防災基本計画の修

正 

 

 第８節から第 10 節まで （略） 第８節から第 10 節まで （略）  

 


